
 

障害者職場実習等支援事業のごあんない 正誤表 

本書の「３ 対象となる職場実習の要件」の記載について、下記のとおり誤りがございました。お詫びして訂正いたします。 

頁 正 誤 

４  

職場実習の回数

の上限 

職場実習終了後に、実習対象者が雇用に至らなかっ

た場合であって、別の実習対象者をもって新たに職

場実習を実施する場合は、同一年度（４月１日から

翌年３月３１日まで）に支給対象とする職場実習は

２回まで 
 

 

職場実習の回数

の上限 

同一年度（４月１日から翌年３月３１日まで）に支

給対象とする職場実習は２回まで 
 

５  

 

削除 

◆ 支給対象となる職場実習の期間・日数の例 

（２） 

ハ  実習日数２３日 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
実習日数が１０日を超えているが、実習期間が１か月であるため可。 

日 月 火 水 木 金 土 

   １ ２ ３ ４ 

   実習① 実習② 実習③  

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ 

 実習④ 実習⑤ 実習⑥ 実習⑦ 実習⑧  

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ 

 実習⑨ 実習⑩ 実習⑪ 実習⑫ 実習⑬  

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 

 実習⑭ 実習⑮ 実習⑯ 実習⑰ 実習⑱  

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１  

 実習⑲ 実習⑳ 実習㉑ 実習㉒ 実習㉓  

 
 

（R6.10） 


